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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 10月 16日 (2006.10.16)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 有 価 価 値 情 報 が 書 き 換 え 可 能 に 記 録 さ れ た 記 録 媒 体 の 装 着 に 基 づ い て
遊 技 媒 体 の 貸 出 制 御 を 行 う 遊 技 媒 体 貸 出 機 と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 に 接 続 さ れ る 遊 技 機 と 、 を 含 み 、
　 前 記 遊 技 機 は 、
　 遊 技 プ ロ グ ラ ム に 従 っ て 遊 技 の 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御 部 と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 の 排 出 制 御 を 行 う 排 出 制 御 部 と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 の 貸 出 操 作 部 と 、 を 備 え た 遊 技 装 置 に お い て 、
　 前 記 遊 技 制 御 部 は 、
　 前 記 遊 技 の 進 行 の 制 御 を 開 始 す る 前 に 、 前 記 遊 技 プ ロ グ ラ ム の 正 当 性 を 判 定 し 、 正 当 な
遊 技 プ ロ グ ラ ム で あ る こ と が 判 定 さ れ た 場 合 に 前 記 遊 技 プ ロ グ ラ ム に 処 理 を 渡 す 遊 技 プ ロ
グ ラ ム 判 定 手 段 と 、
　 ユ ニ ー ク な 個 体 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、 を 備 え 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 は 、
　 前 記 貸 出 操 作 部 か ら の 入 力 に 基 づ い て 排 出 制 御 部 に 貸 出 指 令 を 行 う 貸 出 制 御 手 段 と 、
　 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た ユ ニ ー ク な 個 体 情 報 お よ び （ ま た は ） 遊 技 プ ロ グ ラ ム 判 定 手
段 の 判 定 結 果 に 基 づ い て 、 接 続 さ れ て い る 遊 技 制 御 部 の 正 当 性 を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 の 判 定 結 果 を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、 を 備 え 、
　
　

を 特 徴 と す る 遊 技 装 置 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　

　
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 装 置 。

　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

前 記 判 定 手 段 は 、
前 記 遊 技 制 御 部 の 正 当 性 が 判 定 さ れ な か っ た 場 合 に 前 記 貸 出 制 御 手 段 を 不 能 動 化 状 態 に

す る こ と
前 記 遊 技 機 は 、 遊 技 媒 体 貸 出 可 能 状 態 を 表 示 す る 遊 技 媒 体 貸 出 可 能 表

示 器 を 備 え 、
前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 は 、 前 記 不 能 動 化 状 態 に お い て 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 可 能 表 示 器 に 遊 技

媒 体 貸 出 不 能 表 示 を 行 う こ と
前 記 遊 技 機 は 、 前 記 記 録 媒 体 の 読 み 取 り や 書 き 換 え を 行 う 記 録 媒 体 Ｒ

／ Ｗ 装 置 を 備 え 、



　

　 　 【 請 求 項 ４ 】 　

　

　

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め 、 請 求 項 １ に 記 載 の 発 明 に 係 る 遊 技 装 置 は 、 有 価 価 値 情 報 が 書
き 換 え 可 能 に 記 録 さ れ た 記 録 媒 体 の 装 着 に 基 づ い て 遊 技 媒 体 の 貸 出 制 御 を 行 う 遊 技 媒 体 貸
出 機 と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 に 接 続 さ れ る 遊 技 機 と 、 を 含 み 、
　 前 記 遊 技 機 は 、
　 遊 技 プ ロ グ ラ ム に 従 っ て 遊 技 の 進 行 を 制 御 す る 遊 技 制 御 部 と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 の 排 出 制 御 を 行 う 排 出 制 御 部 と 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 の 貸 出 操 作 部 と 、 を 備 え た 遊 技 装 置 に お い て 、
　 前 記 遊 技 制 御 部 は 、
　 前 記 遊 技 の 進 行 の 制 御 を 開 始 す る 前 に 、 前 記 遊 技 プ ロ グ ラ ム の 正 当 性 を 判 定 し 、 正 当 な
遊 技 プ ロ グ ラ ム で あ る こ と が 判 定 さ れ た 場 合 に 前 記 遊 技 プ ロ グ ラ ム に 処 理 を 渡 す 遊 技 プ ロ
グ ラ ム 判 定 手 段 と 、
　 ユ ニ ー ク な 個 体 情 報 を 記 憶 す る 記 憶 手 段 と 、 を 備 え 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 は 、
　 前 記 貸 出 操 作 部 か ら の 入 力 に 基 づ い て 排 出 制 御 部 に 貸 出 指 令 を 行 う 貸 出 制 御 手 段 と 、
　 前 記 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ た ユ ニ ー ク な 個 体 情 報 お よ び （ ま た は ） 遊 技 プ ロ グ ラ ム 判 定 手
段 の 判 定 結 果 に 基 づ い て 、 接 続 さ れ て い る 遊 技 制 御 部 の 正 当 性 を 判 定 す る 判 定 手 段 と 、
　 前 記 判 定 手 段 の 判 定 結 果 を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、 を 備 え 、
　
　

を 特 徴 と す る 。
　 こ れ に よ れ ば 、 遊 技 機 の 遊 技 媒 体 の 貸 出 制 御 が 、 こ の 遊 技 機 に 接 続 さ れ た 遊 技 媒 体 貸 出
機 か ら 行 わ れ る と と も に 、 遊 技 機 の 遊 技 制 御 に 先 立 ち 、 遊 技 機 の 遊 技 プ ロ グ ラ ム の 正 当 性
が 判 定 さ れ 、 そ の 判 定 結 果 お よ び （ ま た は ） 遊 技 機 の ユ ニ ー ク な 個 体 情 報 が 遊 技 媒 体 貸 出
機 に 伝 え ら れ 、 こ れ ら の 判 定 結 果 （ お よ び ） ま た は 個 体 情 報 に 基 づ い て 遊 技 媒 体 貸 出 機 で
遊 技 機 の 正 当 性 が 判 定 さ れ 、 そ の 判 定 結 果 が 報 知 さ れ る

　 ま た 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 に 従 属 す る 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 は 、

　
を 特 徴 と す る 。
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前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 は 、 前 記 不 能 動 化 状 態 に お い て 前 記 記 録 媒 体 Ｒ ／ Ｗ 装 置 の 前 記 記 録
媒 体 の 装 着 状 態 を 禁 止 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 装 置 。

前 記 遊 技 機 は 、 遊 技 用 演 算 処 理 装 置 を 搭 載 し た 遊 技 制 御 装 置 と 、 遊 技
媒 体 の 排 出 を 制 御 す る 排 出 制 御 装 置 と 、 前 記 排 出 制 御 装 置 と 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 と の 接 続
を 中 継 す る 中 継 基 板 と 、 を 備 え 、

前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 と 前 記 遊 技 用 演 算 処 理 装 置 と は 、 第 一 ハ ー ネ ス に よ り 通 信 可 能 に 接
続 さ れ 、

前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 と 前 記 排 出 制 御 装 置 と は 、 前 記 第 一 ハ ー ネ ス に 設 け ら れ た コ ネ ク タ
と コ ネ ク タ 形 状 を 物 理 的 に 異 に す る 第 二 ハ ー ネ ス に よ り 中 継 基 板 を 介 し て 通 信 可 能 に 接 続
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し ３ の 何 れ か に 記 載 の 遊 技 装 置 。

前 記 判 定 手 段 は 、
前 記 遊 技 制 御 部 の 正 当 性 が 判 定 さ れ な か っ た 場 合 に 前 記 貸 出 制 御 手 段 を 不 能 動 化 状 態 に

す る こ と

と と も に 、 判 定 手 段 は 、 遊 技 制 御
部 の 正 当 性 が 判 定 さ れ な か っ た 場 合 に 貸 出 制 御 手 段 を 不 能 動 化 状 態 に す る の で 、 遊 技 制 御
手 段 の 正 当 性 が 判 定 さ れ な か っ た 場 合 に 遊 技 媒 体 の 貸 出 制 御 が 行 わ れ な く な る 。

記 遊 技 機 は 、 遊 技 媒 体 貸
出 可 能 状 態 を 表 示 す る 遊 技 媒 体 貸 出 可 能 表 示 器 を 備 え 、

前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 は 、 前 記 不 能 動 化 状 態 に お い て 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 可 能 表 示 器 に 遊 技
媒 体 貸 出 不 能 表 示 を 行 う こ と

請 求 項 １ 又 は 請 求 項 ２ の 発 明 に 従 属 す る 請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 は 、 前 記 遊 技 機 は 、 前 記 記



【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ７ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ７ ０ 】
　 　 【 発 明 の 効 果 】
　 遊 技 機 の 遊 技 媒 体 の 貸 出 制 御 が 、 こ の 遊
技 機 に 接 続 さ れ た 遊 技 媒 体 貸 出 機 か ら 行 わ れ る と と も に 、 遊 技 機 の 遊 技 制 御 に 先 立 ち 、 遊
技 機 の 遊 技 プ ロ グ ラ ム の 正 当 性 が 判 定 さ れ 、 そ の 判 定 結 果 お よ び （ ま た は ） 遊 技 機 の ユ ニ
ー ク な 個 体 情 報 が 遊 技 媒 体 貸 出 機 に 伝 え ら れ 、 こ れ ら の 判 定 結 果 （ お よ び ） ま た は 個 体 情
報 に 基 づ い て 遊 技 媒 体 貸 出 機 で 遊 技 機 の 正 当 性 が 判 定 さ れ 、 そ の 判 定 結 果 が 報 知 さ れ る 。
し た が っ て 、 不 正 を 確 実 に 判 定 し て 報 知 を 行 う こ と が で き 、 速 や か に 所 要 の 処 置 を 講 じ て
、 ホ ー ル の 経 済 的 損 失 を 回 避 す る こ と が で き る 。 し か も 、 遊 技 媒 体 の 貸 出 機 能 に 加 え て 、
さ ら に 、 接 続 さ れ る 遊 技 機 の 不 正 検 出 を 行 う 機 能 を 遊 技 媒 体 貸 出 機 に 付 加 す る こ と が で き
、 遊 技 媒 体 貸 出 機 の 付 加 価 値 を 高 め て 市 場 ニ ー ズ に 応 え る こ と が で き る 。 遊 技 制
御 手 段 の 正 当 性 が 判 定 さ れ な か っ た 場 合 に 遊 技 媒 体 の 貸 出 制 御 が 行 わ れ な く な る 。 し た が
っ て 、 遊 技 店 の 経 済 的 損 失 を 確 実 に 回 避 で き る と と も に 、 遊 技 者 へ の 迷 惑 も 回 避 す る こ と
が で き る 。
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録 媒 体 の 読 み 取 り や 書 き 換 え を 行 う 記 録 媒 体 Ｒ ／ Ｗ 装 置 を 備 え 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 は 、 前 記 不 能 動 化 状 態 に お い て 前 記 記 録 媒 体 Ｒ ／ Ｗ 装 置 の 前 記 記 録
媒 体 の 装 着 状 態 を 禁 止 す る こ と を 特 徴 と す る 。
　 請 求 項 １ な い し ３ の 何 れ か の 発 明 に 従 属 す る 請 求 項 ４ 記 載 の 発 明 は 、 前 記 遊 技 機 は 、 遊
技 用 演 算 処 理 装 置 を 搭 載 し た 遊 技 制 御 装 置 と 、 遊 技 媒 体 の 排 出 を 制 御 す る 排 出 制 御 装 置 と
、 前 記 排 出 制 御 装 置 と 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 と の 接 続 を 中 継 す る 中 継 基 板 と 、 を 備 え 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 と 前 記 遊 技 用 演 算 処 理 装 置 と は 、 第 一 ハ ー ネ ス に よ り 通 信 可 能 に 接
続 さ れ 、
　 前 記 遊 技 媒 体 貸 出 機 と 前 記 排 出 制 御 装 置 と は 、 前 記 第 一 ハ ー ネ ス に 設 け ら れ た コ ネ ク タ
と コ ネ ク タ 形 状 を 物 理 的 に 異 に す る 第 二 ハ ー ネ ス に よ り 中 継 基 板 を 介 し て 通 信 可 能 に 接 続
さ れ る こ と を 特 徴 と す る 。

請 求 項 １ か ら 請 求 項 ３ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、

そ し て 、

請 求 項 ４ に 記 載 の 発 明 に よ れ ば 、 新 た に 不 正 情 報 収 集 用 の ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 す る 必 要
が な く 、 ホ ー ル の 改 修 コ ス ト を 軽 減 で き る ば か り か 、 改 修 の た め の 工 事 期 間 も 短 く て 済 み
、 既 存 の ホ ー ル に 導 入 し や す い 有 益 な 技 術 を 提 供 す る こ と が で き る 。 ま た 、 ハ ー ネ ス の 接
続 間 違 い を 確 実 に 防 止 で き る 。
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